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６-１ 不服申立て（法第50条、第51条） 

 
法第50条 法第29条第１項若しくは第２項、法第35条の２第１項、法第41条第２項ただし

書、法第42条第１項ただし書若しくは法第43条第１項の規定に基づく処分若しくはその

不作為又はこれらの規定に違反した者に対する法第81条第１項の規定に基づく監督処

分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。この場合において、不

作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対

してすることができる。 

２ 開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請

求がされた日（行政不服審査法（平成26年法律第68号）第23条の規定により不備を補正

すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日）から２月以内に、裁決

をしなければならない。 

３ 開発審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定によ

り当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁そ

の他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなけ

ればならない。 

４ 第１項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せ

ず、前項の口頭審理については、同法第９条第３項の規定により読み替えられた同法第

31条第２項から第５項までの規定を準用する。 

 

法第51条 法第29条第１項若しくは第２項、法第35条の２第１項、法第42条第１項ただし

書又は法第43条第１項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採

石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申

請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。 

２ 行政不服審査法第22条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤

って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。 

 

 



- 272 - 

６-２ 開発審査会（法第78条、政令第43条） 

 
法第78条 法第50条第１項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりそ

の権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を

置く。 

２ 開発審査会は、委員５人以上をもつて組織する。 

３ 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識

を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事

又は指定都市等の長が任命する。 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 

(１) 破産者で復権を得ない者 

(２) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの者 

５ 都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つた

ときは、その委員を解任しなければならない。  

６ 都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該

当するときは、その委員を解任することができる。 

(１) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

(２) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。 

７ 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係のある事件については、法第50条第

１項前段に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。 

８ 第２項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事

項は、政令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。 

 

（開発審査会の組織及び運営に関する基準） 

政令第43条 法第78条第８項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 開発審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定めるものとする。 

(２) 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職

務を代理するものとする。 

(３) 開発審査会は、会長（会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号にお

いて同じ。）のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない

ものとする。 

(４) 開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の

決するところによるものとする。 

 

 

  



- 273 - 

６-３ 違反行為に対する罰則等（法第80条、第81条、第82条、政令第42条、省令第59

条、第59条の２） 

 
（報告、勧告、援助等） 

法第80条 国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市

町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市長はこの

法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度に

おいて、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることがで

きる。 

２ 市町村又は施行者は、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、都市計画の決定若しく

は変更又は都市計画事業の施行の準備若しくは施行のため、それぞれ都市計画又は都市

計画事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 

 

（監督処分等） 

法第81条 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に

対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若し

くは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条

件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物

その他の工作物若しくは物件（以下この条において「工作物等」という。）の改築、移転

若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 

(１) この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処

分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物

等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等

を使用する権利を取得した者 

(２) この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処

分に違反した工事の注文主若しくは請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契

約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者 

(３) この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者 

(４) 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受け

た者 

２ 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなく

て当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知

事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しく

は委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定め

て、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大

臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う

旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

３ 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第一項の規定による命令をした場合におい

ては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければな

らない。 

４ 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の

敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土

地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設

置を拒み、又は妨げてはならない。 
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（立入検査） 

法第82条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した

者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入

り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の 

状況を検査することができる。 

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯 

しなければならない。 

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければなら 

ない。 

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては 

ならない。 

 

（公告の方法等） 

政令第42条 法第52条の３第１項（法第57条の４において準用する場合を含む。）、法第57

条第１項、法第60条の２第２項、法第66条又は法第81条第２項の公告は、官報、公報その

他所定の手段により行わなければならない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長（法第55条第４項の規定により、法第57条

第２項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者）、施

行予定者又は施行者は、法第60条の２第２項、法第57条第１項、法第52条の３第１項（法

第57条の４において準用する場合を含む。）又は法第66条の公告をしたときは、国土交通

省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められ

ている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業

地内の適当な場所に掲示しなければならない。 

３ 都道府県知事又は市長は、法第81条第２項の公告をしたときは、国土交通省令で定め

るところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとす

る土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。 

 

省令第59条 法第81条第２項の公告をした場合における政令第42条第３項の規定による掲

示は、その公告をした日から10日間しなければならない。 

 

（公示の方法） 

省令第59条の２ 法第81条第３項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に

係るものにあっては官報への掲載、都道府県知事又は市長の命令に係るものにあっては

当該都道府県又は市の公報への掲載とする。 
 

 


